
□

差出人氏名 電話番号

裏面の事項に同意の上、下記のとおり届け出ます。  

□

□

□ 所属している（　　　　　　　　　　　　　　　　　地区） □

□ 所属していない 世帯

ふりがな

氏　名

〒 （　　　　　　　　-　　　　　　　　）

優

先

第

２

メールアドレス

任期 から まで

□ 紙文書の送付を希望しない □

□ 代表者と同じ 部

□ 代表者以外（送付先をご記入ください） 掲示板数 基

ふりがな

送付先氏名

〒 （　　　　　　　　-　　　　　　　　）

自治会区域

自治会費

□

□ 同意しません情
報
提
供

事業者に対し、自治会代表者の氏名・連絡先の情報提供をすることに

事業者等が工事、開発行為、イベント等で事前説明を行う時や、不動産取引に伴う調査活動（自治会やごみ置き場等に関する調査）
を行うため、自治会情報や、自治会代表者の氏名・連絡先を照会をする場合があります。
照会があった際に、情報提供する場合は、「同意します」を選択してください。
事業者からの工事、開発行為、イベント等の事前説明が必要ない場合は「同意しません」を選択して下さい。
記載がない場合は「同意しません」として取り扱います。

昨年度と同じ

円　（１世帯当たりの年会費）

市ホームページの「町名からの自治会
検索」ページに掲載しますので、
街区・または番地まで御記入ください。

地区連合自治会
の所属

吹田市長　宛

団
体

※この届出をもって、当該年度の「吹田市市民活動災害保障制度」の団体登録届とします。
【自治会長名簿への登載、個人情報の利用について】
　自治会と市との連絡調整を円滑に行うため、この届出をもとに自治会長名簿を作成します。
　届出いただいた個人情報は「個人情報保護法」に基づき管理・運用し、行政文書の発送など、裏面の目的に従い取り扱います。
　利用の趣旨に御同意のうえ、御提出ください。

同意します

　　　　　　年　　　　　　月

昨年度と同じ

送付先
肩　書

ID　　　　　　　　　　（　　　　　　-　　　　　　）

令和　　　年　　　　月　　　　日

加入
世帯数

住　所

回覧・掲示文書
送付先

（電子データは
市HPに掲載）

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月

                                                 @

吹田市

FAX
番号

自
治
会
情

報

吹田市

吹田市

送付先住所

回覧掲示
文書送付

部数
回

覧
・
掲
示
文
書

送
付
先

送付先
電話番号

管理組合（自治会規約なし）

自治会
団体名称

令和８年度　自治会長届

電話番号

□　男　　　　□　女　　　　□　その他

代
表
者

性別

スマートフォンからの提出はこちら。
【連絡先・提出先】
吹田市 市民自治推進室 自治会担当
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号
（低層棟2階 219番窓口）
TEL：06-6384-1326

FAX：06-6385-8300

Mail：ks _ jichi@city.suita.osaka.jp

自治会長届のデータは市ホームページ
からダウンロードできます。
市HP > くらし > 市民活動・自治会 > 
自治会 > 自治会情報の登録（自治会
長届はこちら）

自治会長届
（電子申込システム）



（裏面）

提出いただいた自治会長届は市民自治推進室が管理し、以下の目的に沿って利用します。

各所管室課が、事業の案内、通知や、連絡、回覧等配布物の送付を行うときに利用します。

国又は府その他の地方公共団体及び公共的団体から、事業の案内等のため、情報照会の申請があり、
市民自治推進室が情報提供することが適切と判断したときに、情報を提供します。

開発事業者等から、次の目的で情報照会の申請があった場合、申請者の在籍確認を行ったうえで情報
を提供します。

（事業者への自治会代表者の氏名・連絡先の情報提供に同意しない場合は、情報提供しません）

・開発事業者等が工事、開発行為、イベント等で、周辺地域に事前説明を行うため

・開発事業者等の不動産取引に伴う調査活動のため（例：自治会費やごみ置き場に関する調査活動）

※開発事業者等への情報提供については、表面の情報提供の欄を必ず御記載ください。
　　事業者に情報提供をする場合は「同意します」を選択してください。
　　事業者からの工事、開発行為、イベント等の事前説明が必要ない場合は「同意しません」を
　　選択して下さい。記載がない場合は「同意しません」として取り扱います。

・住民から自治会加入希望があった場合、加入希望者の情報提供書を、郵送で自治会に送付します。

※自治会から加入希望者に御連絡いただきますようお願いいたします。

・自治会加入を検討されている方から、自治会情報の照会があった場合、自治会名や会費等の情報を
提供します。（個人情報の情報提供は行いません）

個人情報保護法第69条第2項にあてはまるとき　（例：法令等の規定に基づくとき等）

　自治会が所属する連合自治会等の地域諸団体には、別途、代表者変更等の連絡をして下さい。

６．その他 

自治会長届の取扱い

１．吹田市からの連絡調整

２．国又は他の地方公共団体その他公共団体等への情報提供

３．開発事業者等への情報提供

４．住民からの自治会加入希望の受付等

５．目的外に情報を提供する場合 

自治会
加入希望者

（住民）

吹田市

自治会

郵送

②情報提供書

③自治会入会案内

問合せ

①加入希望


